
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《国税》 《国税》 《国税》 《国税》

１，１００枚 提出 ７００枚 提出 ９００枚 提出 １，４００枚 提出

《地方税》 《地方税》

《義務あり》 《義務なし》

給与等の源泉徴収票

平成２７年

（基準年：平成２５年）

平成２６年

（基準年：平成２４年）

給与等の源泉徴収票 給与等の源泉徴収票

給与支払報告書のeLTAXまた
は光ディスク等による提出義務

平成２４年

給与支払報告書のeLTAXまた
は光ディスク等による提出義務

給与等の源泉徴収票

平成２５年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正前 改正後

※全体について事実婚チェックなし ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の

■ 控除額30万円 記載がある者は対象外とする。 ■ 控除額30万円

■ 控除額26万円 ■ 控除額26万円

所得

500万円

寡婦ひとり親

＜未婚の

ひとり親＞

寡夫

扶養親族

（子以外）あり

扶養親族なし

特別寡婦 寡婦ひとり親

扶養する

子なし

所得

500万円

●婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子（総所得金額等が 48 万円以下）を有する単身者

（合計所得金額 500 万円以下に限る）について、「ひとり親控除」（控除額：30 万円）を適用 

●上記以外の寡婦控除については、引き続き寡婦控除として控除額 26 万円を適用し、子以外の扶

養親族を有する寡婦についても、所得制限（合計所得 500 万円以下）を設定 

●住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」と記載がある方は対象外 

ひ と り 親 控 除 の 創 設 及 び 寡 婦 （ 夫 ） 控 除 の 改 正 

～500万 500万～ ～500万 500万～ ～500万 500万～ ～500万 500万～

子 30 26 30 26 子 30 ー 30 ー 30

子以外 26 26 26 26 子以外 26 ー 26 ー ー

26 ー ー ー 26 ー ー ー ー

～500万 500万～ ～500万 500万～ ～500万 500万～ ～500万 500万～

子 26 ー 26 ー 子 30 ー 30 ー 30

子以外 ー ー ー ー 子以外 ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

本人所得
扶
養
親
族

有

無

未婚の
ひとり親
～500万

未婚の
ひとり親
～500万

離別

本人所得

扶
養
親
族

有

無

配偶関係 死別 離別

配偶関係 死別

扶
養
親
族

有

無

改正前後の所得税における所得控除の額（万円）

離別

配偶関係 死別 離別

本人所得

有
扶
養
親
族 無

配偶関係

本人所得

死別

寡婦（寡夫）控除

本

人

が

女

性

本

人

が

男

性

寡婦控除 ひとり親控除

改正前 改正後


